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都
市
計
画
税
な
ど
改
訂

市
税
条
例
を
一
部
改
正

5
月
3
日
は

五
月
三
日
は
恵
法
記
念
日
で
す
Ｉ
。
国
の
ｍ
ｉ
法
規
と
し
て
の
日
本
国
憲

法
が
施
行
さ
れ
て
、
こ
と
し
で
三
十
一
年
に
な
り
ま
す
。
前
文
に
は
、
主
権
在

民
主
義
、
平
和
主
義
な
ど
、
憲
法
制
定
の
趣
旨
と
目
的
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
、
第
九
十
二
条
で
は
地
方
自
治
の
基
本
原
則
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
記
念
日
を
機
会
に
、
憲
法
の
前
文
を
掲
載
し
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
、
お
読
み

く
だ
さ
い
。
ま
た
五
月
五
日
は
こ
ど
も
の
日
で
す
が
、
昭
和
二
十
六
年
五
月
五

日
に
、
児
童
憲
章
が
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
児
晋
一
は
人
と
し
て
尊
ば
れ
る
」

－
憲
法
と
と
も
に
児
童
憲
章
も
お
読
み
く
だ
さ
い
。

（
写
耳
は
宇
治
保
育
所
で
）

市
計
画
税
の
引
上
げ
な
ど
を
内
容
と

し
た
市
税
条
例
の
一
郎
改
正
案
を
提

出
。
慎
重
な
審
議
の
の
ち
原
案
ど
お

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
さ

る
三
月
に
地
方
税
法
が
改
正
さ
れ
た

こ
と
に
と
も
な
う
も
の
で
、
主
な
改

正
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

☆
市
民
税

田
個
人
の
市
民
税

哨
均
等
割
を
非
課
税
と
す
る
所
得
の

限
度
額
が
十
八
万
円
か
ら
十
九
万

円
に
引
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

国
勤
労
学
生
の
税
額
を
免
除
す
る
範

囲
が
四
〇
万
円
か
ら
四
五
万
円
に

減
免
す
る
範
囲
が
四
六
万
円
か
ら

五
二
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
上
げ
ら

れ
ま
し
た
。

回
法
人
の
市
民
税

法
人
市
民
税
の
均
等
割
の
税
率

区
分
に
つ
い
て
、
従
来
の
資
本
の

金
額
ま
た
は
出
資
金
額
が
一
億
円

を
超
え
る
法
人
を
三
つ
の
ラ
ン
ク

に
分
け
る
と
と
も
に
、
資
本
の
金

額
ま
た
は
出
資
金
額
が
Ｉ
〇
億
円

を
超
え
る
法
人
の
税
率
が
引
上
げ

ら
れ
ま
し
た
。

☆
軽
自
動
車
税

昭
和
五
十
一
年
度
及
び
五
十
三
年

度
排
出
ガ
ス
規
制
適
合
軍
に
か
か
る

軽
自
動
軍
の
税
率
は
、
昭
和
五
十
二

年
度
に
限
り
昭
和
五
十
年
度
の
税
率

に
よ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
、
こ

の
軽
減
措
置
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

☆
ガ
ス
税

ガ
ス
税
の
免
税
点
が
六
月
以
降
、

四
、
八
〇
〇
円
か
ら
六
、
〇
〇
〇
円

に
引
上
げ
ら
れ
ま
す
。

児
童
は
人
と
し
て
尊
ば
れ
る

児
童
憲
章

わ
れ
ら
は
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
し
た

が
い
、
児
童
に
対
す
る
正
し
い
観
念
を
確

立
し
、
す
べ
て
の
児
童
の
幸
福
を
は
か
る

た
め
に
、
こ
の
憲
章
を
定
め
る
。

児
童
は
、
人
と
し
て
尊
ば
れ
る
。

児
童
は
、
社
会
の
一
員
と
し
て
重
ん
ぜ

ら
れ
る
。

児
童
は
、
よ
い
環
境
の
な
か
で
育
て
ら

れ
る
。

一
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
心
身
と
も
に
健

や
か
に
う
ま
れ
、
育
て
ら
れ
、
そ
の
生

活
を
保
障
さ
れ
る
。

二
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
家
庭
で
、
正
し

い
愛
情
と
知
殷
盛
扁
一
を
も
っ
て
育
て

ら
れ
、
家
庭
に
恵
ま
れ
な
い
児
童
に
は

こ
れ
に
か
わ
る
環
境
が
与
え
ら
れ
る
。

三
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
適
当
な
栄
養
と

住
居
と
被
服
が
与
え
ら
れ
、
ま
た
、
疾

病
と
災
害
か
ら
ま
も
巧
れ
る
。

四
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
個
性
と
能
力
に

応
じ
て
教
育
さ
れ
、
社
会
の
一
員
と
し

て
の
責
任
を
自
主
的
に
果
す
よ
う
に
、

み
ち
び
か
れ
る
。

☆
都
市
計
画
税

都
市
計
画
税
の
税
率
を
百
分
の
〇

・
二
五
（
改
正
前
は
百
分
の
〇
・
一

五
）
に
改
正
。
今
後
、
都
市
計
圃
事

業
に
重
点
を
置
き
、
市
民
生
活
に
直

結
し
た
生
活
環
境
の
改
啓
や
都
市
施

殴
の
整
備
事
業
に
充
て
る
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。

都
市
計
国
税
の
税
率
は
、
地
方
税

法
で
。
市
町
村
が
課
税
す
る
場
合
に

超
え
て
は
な
ら
な
い
’
と
い
う
制
限

税
率
と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
市

町
村
は
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
税
率

を
条
例
で
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
。
。

今
回
の
地
方
税
法
の
改
正
で
、
制

限
税
率
が
百
分
の
〇
・
三
（
改
正
前

百
分
の
○
・
ニ
）
に
引
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。
近
隣
の
市
町
で
も
法
律
改
正

に
準
じ
て
百
分
の
〇
・
三
に
さ
れ
る

と
こ
ろ
が
多
い
の
で
す
が
、
宇
治
市

で
は
、
他
市
町
の
改
正
状
況
や
市
民

負
担
を
少
し
で
も
軽
く
す
る
こ
と
な

ど
を
考
慮
し
、
百
分
の
〇
・
二
五
に

と
ど
め
て
い
ま
す
。

五
、
す
べ
て
の
児
童
は
、
自
然
を

愛
し
、
科
学
点
錆
を
尊
ぷ
よ

う
に
、
み
ち
ぴ
か
れ
、
ま
た
這

徳
的
心
情
が
つ
ち
か
わ
れ
る
。

。
一
べ
て
の
児
童
は
、
就
学
の
逍
を
確

ｓ
れ
、
ま
た
十
分
に
整
っ
た
教
育
の

ｍ
ｍ
意
せ
ら
れ
る
。

ｙ
べ
て
の
児
童
は
、
職
業
指
導
を
受

必
機
会
が
与
え
ら
れ
る
。

ｙ
べ
て
の
児
童
は
、
そ
の
労
働
に
お

て
、
心
身
の
発
育
が
阻
害
さ
れ
ず
、

胃
を
受
け
る
機
会
が
失
わ
れ
ず
、
ま

、
児
童
と
し
て
の
生
活
が
さ
ま
た
げ

ｎ
な
い
よ
う
に
、
十
分
に
保
護
さ
れ

ｙ
べ
て
の
児
童
は
、
よ
い
遊
び
場
と

化
財
を
用
意
さ
れ
、
わ
る
い
環
境
か

ま
も
ら
れ
る
。

ｙ
べ
て
の
児
童
は
、
虐
待
、
酷
使
、

任
そ
の
他
不
当
な
取
扱
い
か
ら
ま
も

れ
る
。
あ
や
ま
ち
を
お
か
し
た
児
童

、
適
切
に
保
護
指
導
さ
れ
る
。

、
す
べ
て
の
児
童
は
、
身
体
が
不
自

な
場
合
、
ま
た
は
、
精
神
の
機
能
が

十
分
な
場
合
に
、
適
切
な
治
療
と
教

と
保
護
が
与
え
ら
れ
る
。

、
す
べ
て
の
児
童
は
、
愛
と
ま
こ
と

よ
っ
て
結
ば
れ
、
よ
い
国
民
と
し
て

類
の
平
和
と
文
化
に
貢
献
す
る
よ
う

、
み
ら
び
か
れ
る
。

三の間

桜
の
花
が
一
ひ

ら
一
ひ
ら
散
り
初

め
る
あ
る
日
、
平

等
院
を
訪
ね
た
。

花
の
鳳
凰
堂
は
美

し
か
っ
た
。
九
百

有
余
年
の
長
い
歴

史
の
中
で
、
幾
多

の
政
争
が
く
り
返
さ
れ
た
。
ま
た
、

長
い
年
月
は
げ
し
い
風
雨
に
曝
さ
れ

な
が
ら
も
こ
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い

文
化
が
、
宇
治
に
存
在
す
る
こ
と
の

誇
2
＞
と
ｉ
ｂ
を
改
め
て
感
ぜ
ず
に
は

お
ら
れ
な
い
▼
こ
の
日
案
内
し
て
下

さ
っ
た
石
丸
執
事
の
話
に
よ
る
と
、

奈
良
朝
時
代
ま
で
の
阿
弥
陀
堂
は
用

向
き
に
建
て
ら
れ
て
い
た
が
、
宇
治

の
鳳
凰
堂
は
東
向
き
に
建
て
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
西
方
に
極
楽
浄
土
が

あ
り
、
東
か
ら
西
方
に
向
っ
て
礼
拝

す
る
こ
と
が
極
楽
浄
土
へ
の
這
、
と

い
う
こ
と
か
ら
こ
の
堂
が
建
て
ら
れ

た
と
の
こ
と
。
宇
治
川
の
清
流
と
朝

日
山
を
背
に
西
方
に
向
っ
て
鳳
凰
堂

を
拝
す
る
と
き
、
凡
人
の
私
で
さ
え

も
、
し
ば
し
心
の
静
ま
る
思
い
が
す

る
▼
そ
の
あ
と
、
宝
物
館
を
案
内
し

て
ｉ
Ｍ
つ
た
。
こ
の
館
は
、
昭
和
三

十
八
年
よ
り
十
ヵ
年
の
歳
月
を
費
し

刄
蔑
さ
れ
た
も
の
で
、
九
百
年
前

の
扉
絵
、
鳳
凰
、
梵
鐘
、
雲
中
供
養

菩
薩
、
そ
れ
に
天
井
、
壁
、
柱
の
建

築
彩
色
の
模
写
な
ど
が
展
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
、
華
麗
な
る
藤
原

時
代
の
姿
を
ほ
う
ふ
っ
と
さ
せ
る
の

で
あ
る
▼
こ
の
す
ば
ら
し
い
扉
絵
の

中
に
は
落
書
き
が
多
い
。
「
な
が
き

よ
の
ね
む
り
も
い
ま
は
さ
め
に
け

り
、
あ
さ
ひ
か
が
や
く
み
だ
の
ち
か

い
に
」
と
い
う
歌
が
あ
っ
た
。
い
つ

ご
ろ
の
も
の
か
詳
ら
か
で
は
な
い
が

信
仰
の
あ
つ
い
人
の
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
江
戸
ま
と
い
、

よ
組
幸
助
」
と
い
う
の
が
扉
の
上
端

に
書
か
れ
て
い
る
。
さ
す
が
、
ま
と

い
も
ち
だ
け
に
友
の
肩
に
よ
じ
の
ぽ

っ
て
書
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
像

し
、
い
つ
の
世
に
も
禄
ほ
え
ま
し
い

人
物
が
い
る
も
の
だ
と
お
も
し
ろ
く

思
っ
た
。
だ
と
い
っ
ｒ
現
今
1
な

建
物
に
落
書
き
さ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
▼
私
は
ほ

の
ぽ
の
と
！
3
た
気
持
で
さ
の
平
等
院

を
あ
と
に
し
た
。

宇
治
市
長
島
田
正
夫
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日
本
国
民
は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け
る

代
表
者
を
通
じ
て
行
動
し
、
わ
れ
ら
と
わ
れ
ら
の
子
孫

の
た
め
に
、
諸
国
民
と
の
協
和
に
よ
る
成
果
と
、
わ
が

国
全
土
に
わ
た
っ
て
自
由
の
も
た
ら
す
恵
沢
を
確
保

し
、
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る

こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
こ
に
主

権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確

定
す
る
。
そ
も
そ
も
国
政
は
、
国
民
の
厳
粛
な
信
託
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
威
は
国
民
に
由
来
し
、

そ
の
権
力
は
国
民
の
代
表
者
が
こ
れ
を
行
使
し
、
そ
の

福
利
は
国
民
か
こ
れ
を
享
受
す
る
。
こ
れ
は
人
類
普
遍

の
原
理
で
あ
り
、
こ
の
憲
法
は
、
か
か
る
原
理
に
基
く

も
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
、
こ
れ
に
反
す
る
一
切
の
憲

法
、
法
令
及
び
詔
勅
を
排
除
す
る
。

日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互

の
関
係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想
を
深
く
自
覚
す
る
の

で
あ
っ
て
、
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に

信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と

決
意
し
た
。
わ
れ
ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷

従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と

努
め
て
ゐ
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を

占
め
た
い
と
思
ふ
。
わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
か
、

ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に

生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
国
家
も
、
自
国
の
こ
と
の
み

に
専
念
し
て
他
国
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ

て
、
政
治
道
徳
の
法
則
は
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、

こ
の
法
則
に
従
ふ
こ
と
は
、
自
国
の
主
権
を
維
持
し
、

他
国
と
対
等
関
係
に
立
た
う
と
す
る
各
国
の
責
務
で
あ

る
と
信
ず
る
。

日
本
国
民
は
、
国
家
の
名
誉
に
か
け
、
全
力
を
あ
げ

て
こ
の
崇
高
な
理
想
と
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
誓

ふ
。

憲
法
記
念
日
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5
月
1
4
日
に

市
民
茶
つ
み
の
集
い

新
茶
の
香
が
漂
う
宇
治
の
ま
ち
ト

先
月
二
十
五
日
か
ら
茶
摘
み
が
は
じ

ま
り
ま
し
た
。

市
で
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
に
自

分
の
手
で
、
茶
の
新
芽
を
摘
ん
で
い

た
だ
こ
う
と
「
市
民
茶
つ
み
の
つ
ど

い
」
。
を
催
し
ま
す
。

当
日
は
、
茶
摘
み
の
ほ
か
に
新
茶

を
心
ゆ
く
ま
で
映
わ
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ご
希

望
の
人
に
は
、
パ
ス
に
乗
っ
て
、
白

川
に
あ
る
府
立
茶
業
研
究
所
の
製
茶

工
場
を
見
学
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

お
子
さ
ま
連
れ
で
多
数
お
越
し
く

だ
さ
い
。

▽
と
き
・
・
・
5
月
1
4
日
（
日
）
午
前

9
時
半
～
1
2
時
（
雨
天
中
止
）

▽
と
こ
ろ
・
・
・
五
ケ
庄
平
野
の
平
野
甚

之
丞
さ
ん
所
翼
裔
一

参
加
さ
れ
る
人
は
、
午
前
9
時
半

ま
で
に
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ

χ
Ｏ

Ｉ
Ｖ

（
経
済
茶
業
観
光
課
）

宇
治
川

写
生
大
会

そよかぜ号巡回日程

自動車文庫（5月分）

駐車時間

こ
ど
も
大
会

；ｉｉ9．40～10．10元茶工場Ｊ
ｌｌ10，30～11．00竹久商店横広場
町11，10’＞’12．ＯＯ明星町集会所前山

14．．00～14．40丿ユニチカ社宅横

津
星

自
志
明
蔭

垢1
ぐ

10．00～10．50開公民館前田
11．10～12．00伊勢Ｅ神社境内

島10．00～10．50紫ヶ丘公民館前田
11．10～12．00遊田三角公園

開
勢伊

錫1
ぐ

槙
遊

詣1
ぐ

ｈ瀾

す
こ
や
か
に
育
つ
よ
う
に
と
願
っ
て

宇
治
市
少
年
補
導
Ｓ
議
会
で
は
、
5

月
1
4
日
（
日
）
午
前
9
時
半
か
ら

木
幡
小
学
校
で
『
宇
治
市
こ
ど
も
大

会
』
を
開
き
ま
す
．

き
日
は
、
．
．
ゲ
ー
ム
大
会
や
人
形

’
劇
、
音
楽
隊
の
演
奏
、
歌
の
広
場
な

す
み
よ
い
環
境
へ

小
学
生
の
み
な
さ
ん
、
す
み
よ
い

環
境
を
つ
く
る
の
に
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
で
し
ょ
う
。
宇
治
市
で
は
、
美

10．00～10．・50
11．00・11．50－

10．00～10．50
11．10～11．50

平盛
一大久保

西大久保

野
開
明

広
大
神

詣

県10．00～10．50平野町児童公園
角11．10～12．00福角公園前

黄
福

昌

9．50～10．40六地蔵
26日（金）

ど
い
ろ
い
ろ
楽
し
い
催
し
も
の
で
、

こ
ど
も
た
ち
に
思
い
切
り
楽
し
ん
で

も
ら
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
雨
天
の
と
き
で
も
体
育
館

で
行
い
ま
す
。
ま
た
、
昼
食
は
各
自

で
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。

（
社
会
教
育
課
）

標
語
を
募
集

し
い
自
然
や
貴
重
な
文
化
財
を
守
り

明
る
く
す
み
よ
い
環
境
を
つ
く
る
た

め
に
、
小
学
生
の
み
な
さ
ん
か
ら
標

30
50

10．50～ｌｌ．
14．00～14．

幡
屋

木
岡

10．00～10．50
11．10～11．40岡瀾

市史を学ぶ会・・・

語
を
募
集
し
ま
す
。
考
え
て
お
ら
れ

る
こ
と
を
標
語
で
ど
し
ど
し
お
寄
せ

く
だ
さ
い
。

▽
主
な
標
語
の
対
象
■
■
■
＆
災
・
交
通

安
全
・
公
害
・
下
水
・
廃
棄
物
・

高
層
建
物
障
害
・
空
地
の
雑
草
繁

茂
・
緑
地
保
全
・
景
観
保
全
・
野

生
動
物
保
護
・
文
化
財
保
護
な
ど

▽
応
募
万
法
・
・
・
ハ
ガ
キ
、
ま
た
は
こ

れ
と
同
じ
大
き
さ
の
白
紙
に
標
語

と
学
校
名
、
学
年
、
住
所
、
氏
名

を
書
い
て
く
だ
さ
い
。

宛
て
先
は
宇
治
市
侭
弧
鏡
保
全

課
（
宇
治
琵
琶
3
3
）
で
、
郵
送
、
ま

た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
（
宇
治
市

立
小
学
校
の
児
童
に
つ
い
て
は
学
校

へ
）
。な

お
、
宇
治
市
環
境
保
全
番
議
会

委
員
が
審
査
し
、
十
点
の
作
品
に
賞

状
と
記
念
品
を
贈
呈
（
6
月
1
日
号

の
市
政
だ
よ
り
で
発
表
予
定
）
し
ま

す
。
ま
た
、
作
品
は
返
却
し
ま
せ
ん

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

（
環
境
保
全
課
）

5
2
年
分
所
得
証
明
な
ど

6
月
か
ら
発
行

5
月
3
日
・
4
日

市
民
文
化
祭

水
道
料
金
の
口
座
振
替

領
収
書
は
省
略

あ
な
た
の
家
は
留
守
が
ち
で
し
ょ

う
か
。

宇
治
市
水
逍
部
で
は
水
遭
料
金
の

収
納
事
務
を
効
率
よ
く
す
る
と
と
も

に
、
忙
し
い
人
や
留
守
が
ち
な
人
の

た
め
に
口
座
振
替
制
度
を
設
け
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
事
務
を
迅
速
で
簡
略
に
す

る
た
め
、
5
3
年
度
一
期
分
の
口
座
振

替
に
よ
る
支
払
い
か
ら
ば
領
収
書
を

省
略
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で

ご
承
知
く
だ
さ
い
。

前
期
分
の
使
用
料
金
は
次
回
の
使

用
水
量
の
検
針
時
に
お
知
ら
せ
し
ま

す
が
、
と
く
に
領
収
書
の
必
要
な
人

は
水
道
部
ま
で
連
絡
く
だ
さ
れ
ば
納

入
証
明
書
を
発
行
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
振
替
日
は
東
地
区
が
奇
数

月
、
西
地
区
は
偶
数
月
の
そ
れ
ぞ
れ

十
五
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

く
わ
し
ぐ
は
水
這
部
菜
務
課
料
金

係
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

（
水
道
部
）

電話を上手に使いましよう

｜●かける前に電話番号を確めで
●必ずメモをとる習慣を。

●かけた方から受話器をおく。

●取り次ぎは要点を伝えてから。

メ

※詳しくは電話局又は京都電電サービス

センターへ（高鳥屋新館5Ｆ223－1951）

「＾ｍ÷部｜の地城Ｔ‘よブイシュ：ホｙおｉびキゾヤ’Ｊチ

ホンに切替える場合、番号変更を妥します。

お話し中でもつながるおぼえる電話

コｉｕ≡ｊユホニドー￥。椙ｙ

・○・電電公社

1台1台が交換台巴
ｊネスホ

1本の電話が4台で使える

7ｌ＼ームｉレホこ｝

606

コ
ー
ラ
ス
教
室

公民館の

お知らせ

星
座
教
室

ｌｉ

人
形
劇
づ
く
り
教
室

こ
ど
も
た
ち
に
は
夢
を
、
お
と
な

に
は
み
ず
み
ず
し
い
感
動
を
与
え

る
人
形
劇
を
み
ん
な
で
作
り
ま
せ
ん

か
。
今
年
は
二
＝
－
ス
設
け
ま
し

た
。

☆
Ａ
コ
ー
ス
（
婦
人
対
象
）

第
一
講
ぼ
6
月
1
8
日
（
木
）

開
調
式
・
班
分
け

第
二
講
＝
5
月
2
5
日
（
木
）

｛
呆
づ
く
り
Ｉ

第
三
講
＝
6
月
1
日
（
木
）

台
本
づ
く
り
～

第
四
講
ぼ
6
月
8
日
（
木
）

人
形
づ
く
り
Ｉ

第
五
講
＝
6
月
1
5
日
（
木
）

参
加
申
込
み
は
、
往
復
ハ
ガ
キ
に

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
教
室
名
を
明

記
し
て
、
5
月
1
2
日
ま
で
に
、
宇
治

市
公
民
館
へ
。
定
員
は
百
人
。

人
形
づ
く
り
Ｉ

第
六
講
＝
6
月
2
2
日
（
木
）

竺
晨
置
づ
く
り

第
七
講
＝
6
月
2
9
日
（
木
）

発
声
の
練
習

第
八
講
＝
7
月
6
日
（
木
）

人
形
の
勤
し
方

第
九
講
Ｈ
7
月
1
3
日
（
木
）

合
評
・
今
後
の
活
動

い
ず
れ
も
時
間
は
午
前
9
時
か
ら

1
1
時
半
ま
で
。

☆
Ｂ
コ
ー
ス
（
1
6
歳
以
上
の
男
女
）

第
一
調
‐
Ｉ
Ｄ
月
1
9
日
（
金
）
午
後

7
時
・
開
講
式
・
班
分

け

第
二
謂
茸
ｏ
月
2
6
日
（
今
午
後
公
民
館
（
宇
治
琵
Ｍ
3
3
）
へ
。
定
員

7
時
台
本
づ
く
り
は
各
＝
‐
ス
と
も
3
0
人
。

第
三
講
＝
6
月
4
日
（
日
）
午
前
。
…
…
…
…
『
一
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。

9
時
～
午
後
3
時
人
山
城
民
謡
発
表
会

形
づ
く
り
民
謡
で
つ
づ
る
日
本
の
歳
時
記
。

第
四
蔚
＝
6
月
9
日
（
合
午
後
山
城
民
謡
研
究
会
は
、
日
本
民
謡
の

7
時
人
形
づ
く
り
歴
史
を
学
ぴ
な
が
ら
演
唱
や
楽
器
な

第
五
請
Ｈ
6
月
1
6
日
（
金
）
午
ど
の
技
術
を
も
身
に
つ
け
る
た
め
研

後
7
時
竺
暴
置
づ
究
や
活
動
に
は
げ
ん
で
い
ま
す
。
と

く
り
く
に
、
山
城
地
方
に
残
さ
れ
て
い
る

第
六
講
＝
6
月
ｏ
ｏ
日
（
日
）
午
前
民
謡
を
保
存
す
る
こ
と
に
も
つ
と
め

9
時
～
午
後
3
時
人
て
い
ま
す
。

形
の
動
し
方
今
日
ま
で
研
究
会
が
学
ん
で
き
た

第
七
講
＝
6
月
2
3
日
（
金
）
午
後
も
の
を
も
と
に
、
宇
治
の
茶
摘
み
唄

7
時
合
評
・
今
後
の
や
舟
唄
な
ど
を
緻
り
込
ん
で
、
日
本

活
動
の
民
謡
を
作
業
唄
や
盆
唄
な
ど
に
分

Ａ
・
Ｂ
両
＝
Ｉ
ス
と
も
、
市
教
育
け
、
‘
歳
時
記
に
構
成
し
て
発
表
会
を

委
員
会
二
階
の
公
民
館
会
礒
室
で
開
開
く
も
の
で
す
。
入
場
は
無
料
。

き
ま
す
。
指
導
に
は
、
公
民
館
職
員
▽
と
き
・
・
・
5
月
7
日
（
日
）

が
あ
た
り
ま
す
。
ま
た
、
人
形
の
材
午
後
1
時
か
ら

料
費
と
し
て
五
百
円
が
必
妥
で
す
。
▽
と
こ
ろ
・
・
・
宇
治
硲
ノ
川
の
静
山
荘

参
加
申
込
み
は
、
往
復
ハ
ガ
キ
に
お
問
い
合
せ
は
、
山
城
民
謡
研
究

＝
Ｉ
ス
名
と
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
‘
会
の
斉
藤
祠
温
さ
ん
（
宇
治
野
神
4
5

職
業
・
電
話
番
号
を
書
い
て
宇
治
市
の
5
1
0
9
1
9
6
番
）
へ
。
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タ
レ
幕
で
お
知
ら
せ

ア
ユ
放
流

は
前
年
よ
り
二
回
ふ
え
て
お
り
、
気

象
条
件
に
よ
っ
て
は
発
令
が
増
加
す

る
こ
と
も
ア
想
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で

京
都
府
と
宇
治
市
で
は
四
月
二
十
日

か
ら
常
時
監
視
体
制
に
入
り
、
光
化

学
ス
モ
″
グ
が
発
生
し
た
り
、
被
害

者
が
で
た
場
合
に
は
、
消
防
や
保
健

所
な
ど
と
協
力
し
て
被
害
防
止
に
あ

た
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
注
意
報
や
警
報
が
発

ｗ
Ξ
Ξ
＝
＝
Ｅ
一
Ｉ
ｎ
ｉ
ｌ
一

“ 一
Ｉ
Ｉ
一
1
1
1
1
1
1
1
＝
心
一
一
一
一
雄
Ｉ
Ξ
一
Ξ
一

川

＝
菟
道
平
町
四
九
の
十
八

一
ｋ
詣
厠
9
町

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

健康の
コーナー

令
さ
れ
ま
す
ｙ
希
役
所
に
対
策
本
部

を
殷
置
し
、
市
内
の
小
・
中
学
校
、

高
校
、
幼
稚
園
、
保
育
所
、
国
鉄
の

駅
、
農
協
、
霞
薯
な
ど
約
百
ヵ
所

に
『
光
化
学
ス
モ
″
グ
発
令
中
ｂ
と

書
い
た
タ
レ
幕
を
掲
げ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
警
報
の
場
合

に
は
広
報
車
で
も
お
知
ら
せ
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
注
意
報
な
ど

が
発
令
さ
れ
た
ら
次
の
こ
と
に
気
を

つ
け
ま
し
ょ
う
。

①
で
き
る
だ
け
屋
外
に
出
な
い
よ
う

に
し
、
過
激
な
運
動
は
さ
け
ま
し

よ
う
。

②
不
想
小
急
の
軍
に
乗
ら
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

③
い
た
ず
ら
に
神
経
質
に
な
ら
ず
、

’
自
分
の
健
康
状
態
や
年
齢
、
疲
労

Ｍ
な
＼
ｗ
＞
考
え
て
行
動
し
よ
う
。

④
被
害
を
受
け
た
ら
、
宇
治
保
健
所

か
、
市
役
所
環
境
保
全
課
へ
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。
被
害
の
調
査
お

よ
ぴ
対
策
に
あ
た
り
ま
す
。

―
一
1
1
1
1
1
1
1
1
‐
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ｓ

振
動
規
制
の

特

定
施
設
追
加

住民検診日程表

月日 時間 場゛所

5月8日（月）9．30～12．0013．30～15．00
木幡公民館御園商店街大力土地事務所

閲 9．30～10．3011．00～12．00

13．30～15．00

槙島公民館東目川中井酒店前

紫ヶ丘公民館

図 9．30～10．3011．00～12．00

13．30～15．00

腐Ｂボ‰Ａｄ

東宇治幼稚園

瀾 10．30～11．3013．30～14．30炭山陶芸村駐車場笠取小学校

圖 9．30～12．0013．30～15．00
旦椋公会堂平盛小学校体育館横

昌
9．30～10．30

11．00～12．0013．ａｏ～15．00

ユニチカ蔭山社宅集会所前小倉公民館

開公民館

脂 10．30～12．00宇治保健所

図 9．30～10．3011．00～12．00

13．30～15．00

西宇治中学校体育館横雲？

倉

％‰諮

澗
9．30～10．30

11．00～12．00

13．30～15．00

六地蔵公会堂明星保育園

（宇治病院東入る）万福寺駐車場

留
9．30～10．3011．00～12．00

13．30～15．00

東宇治局校正門横木幡山手町バス停前駐車場

福角センター横

雪 9．30～12．0013．30～15．00大久保小校体育館前西大久保示学校体育館前

瀾
9．30～10．3011．00～12．00

13．30～15．00

菟道下岡建設事務所横明星町果会所

神明公民館

31日（水）9．30～12．0013．30～15．00西小倉集会所小倉幼稚園

6月1日（木）
9．30～10．00

10．30～12．00
13．30～15．00

善法集会所小倉小学校体育館前

緑ケ原ニチモショップ横

皆
9．30～10．30ｌｌ，00～12．00

13．30～15．00
トｊ

｜桂商店前

｜中谷氏宅前受所玄関横

宇
治
市
で
は
、
市
民
の
み
な
さ

ん
の
健
康
を
守
る
事
業
と
し
て
、

こ
と
し
も
住
民
検
診
を

実
施
し
ま
す
。

対
象
は
職
場
や
学
校

で
検
診
を
受
け
る
機
会

の
な
い
十
五
歳
以
上
の
人
で
、
胸

部
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
・
血
圧
測
定

・
尿
検
査
（
当
日
、
小
さ
な
容
器

に
少
量
入
れ
て
持
参
の
こ
と
）
な

ど
に
つ
い
て
行
い
ま
す
。
費
用
は

無
料
で
す
。

な
お
、
く
わ
し
い
内
容
や
受
診

票
を
載
せ
た
ｉ
Ｋ
ｉ
ｈ
．
＞
ｉ
＊
ｉ
Ｏ
月
2
日

（
火
）
付
の
新
聞
に
折

り

込
ん
で
い
ま
す
。
こ
の

受
診
票
に
記
入
し
て
会

場
へ
お
越
し
く
だ
さ

（
保
健
衛
生
課
）

▽
犬
の
巡
回
引
取
り

5
月
9
日
（
火
）

菟
這
公
民
館
＝
1
0
時
4
0
分

震
ｍ
＆
隊
正
門
前
＝
1
0
1
5
．
0
分

木
幡
公
民
館
＝
1
1
時

小
倉
公
民
館
＝
1
1
時
1
0
分

開
公
民
館
ｎ
1
1
時
2
0
分

且
椋
公
会
堂
＝
1
1
時
3
0
分

▽
毎
月
第
四
週
は
野
犬
捕
獲
強
化
週

間
（
5
月
2
2
日
～
2
7
日
）
と
し
て

野
犬
の
薬
殺
・
麻
酔
銃
に
よ
る
捕

獲
を
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

▽
お
ね
が
い

・
発
熱
や
下
刻
を
し
て
い
た
り
、
は

し
か
や
Ｂ
Ｃ
Ｇ
な
ど
の
予
防
接
種

を
し
て
1
ヵ
月
以
内
で
あ
っ
た
り

ま
た
は
、
三
種
混
合
の
予
防
接
種

を
し
て
一
週
間
以
内
の
場
合
に
は

服
用
で
き
ま
せ
ん
。

・
体
温
は
会
場
へ
来
る
前
に
、
必
ず

測
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

・
服
用
の
3
0
分
前
か
ら
は
何
も
食
べ

さ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
母
子
手
帳
、
鉛
筆
、
ハ
ン
カ
チ
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
時
間
・
・
・
い
ず
れ
の
会
場
も
午
後
2

時
ｗ
ｏ
時
半
ま
で
で
す
。
た
だ
し

眼
目
川
公
民
館
は
午
後
3
時
ま
で

笠
取
第
二
小
は
午
後
1
時
半
～
2

時
、
ま
た
、
笠
取
小
は
午
後
2
時

半
ｙ
3
時
半
で
す
。

（
保
健
衛
生
課
）

植木・園芸用・造園材料・卸と小売
造園・お庭の改造・植木の害虫防除・肥料入れ等は

お気軽にご相談下さい。

日本造園協同組合連合会々員・京都府造園協同組合員

国道24号線小倉の信号から
東へ約400ｍ角・宇治半白125
ＴＥＬ22－8377

＞’さ園老心詰
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キ
巳

▽
冷
凍
機
＝
原
動
機
の
定
格
出
力
が

七
・
五
キ
巳

献血デー
5．22

（月）

黄県新生市場 血液が不足しています。

みなさんのご協力をお願

いします。

9．00～12．00

粟村金属工業 13．30～15．30

（
冷
履
用
も
含
む
）

▽
還
心
分
際
椙
＝
内
部
の
回
転
す
る

部
分
の
直
径
が
Ｉ
・
二
阿
以
上
の

も
の

▽
こ
Ｉ
マ
チ
ｙ
ク
ハ
ン
マ

▽
＝
ル
ゲ
ー
ト
マ
シ
ン

▽
原
石
切
断
機
＝
原
動
機
の
定
格
出

力
が
七
・
五
キ
巳

も
の

届
出
用
紙
は
市
役
所
環
境
保
全
課

に
あ
り
ま
す
。

な
お
、
特
定
施
設
の
振
動
の
規
制

基
準
な
ど
京
都
府
公
害
防
止
条
例

の
く
わ
し
い
こ
と
は
環
境
保
全
課
ま

で
。
（
環
境
保
全
課
）

犬
・
ネ
コ
の

引
き
取
り

不
用
な
犬
、
ネ
＝
は
、
毎
週
月
曜

ワクチンの服用日程

日
の
午
前
中
に
宇
治
保
健
所
へ
。

ま
た
、
犬
の
巡
回
引
き
取
り
も
ご

利
川
く
だ
さ
い
。

‘

―

－

ポ
リ
オ
生
ワ
ク
チ
ン

服
用
さ
せ
ま
し
ょ
う

小
児
マ
ヒ
か
ら
お
子
さ
ん
を
守
る

た
め
、
ポ
リ
オ
生
ワ
ク
チ
ン
を
服
用

さ
せ
ま
し
ょ
う
。

こ
の
ワ
ク
チ
ン
は
、
二
回
服
用
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
服
用
の
対

象
は
、
昭
和
5
3
年
―
月
3
1
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
四
歳
未
満
児
で
、
今
ま
で

に
一
回
も
服
用
し
て
い
な
い
子
ど
も

ま
た
は
、
一
回
だ
け
服
用
し
て
い
る

子
ど
も
で
す
。

月日 曜日 場所

5／8 月 紫ヶ丘公民館

9 火 北木幡集会所

10 水 日椋公会堂

11 木 西小倉集会所（Ａ）

12 金 木幡公民館

15 月 東目川公民館

16 火 開公民館

17 水 小倉公民館

18 木 神明公民館

19 金 菟道公民館

22 月 西小倉集会所（Ｂ）

23 火 西大久保集会所
笠取

24 水 東宇治幼稚園

26 金 広野公民館

29 月 市民会館

30 火 伊、勢田公民館

住
民
検
診

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
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宇
治
市
民
憲
章
か
ら

2
9
月

13
0
火

－
3
1
水

す
み
よ
い
環
境
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

日

27

土

26

金

25

木

法
律
相
談
（
市
民
会
館
1
3
時
～
1
5
時
）

移
動
市
民
相
談
（
明
星
集
会
所
1
0
時
～
1
5
時
）

結
婚
相
談
（
川
東
公
民
館
1
3
時
～
1
5
時
）

24

水

22

月

1
6
火

－
1
7
水

－
1
8
木

－
1
9
金

12
0
土

高
齢
者
職
業
相
談
（
社
会
福
祉
協
議
会
内
1
0
時
～
1
5
時
）
行
政
相
談
（
市
役
所

1
0
時
～
1
6
時
）

15

月

法
律
相
談
（
市
民
会
館
1
3
時
～
1
5
時
）

心
配
ご
と
相
談
（
社
会
福
祉
協
議
会
内
1
3
時
～
1
5
時
）

精
神
薄
弱
者
相
談
（
市
民
会
館
1
3
時
～
1
6
時
）

日

13

土

結
婚
’
相
談
（
川
東
公
民
館
1
3
時
～
1
5
時
）

12

金

11

木

10

水

家
庭
問
題
相
談
（
川
東
公
民
館
1
0
時
～
1
6
時
）

法
律
相
談
（
市
民
会
館
1
3
時
～
1
5
時
）

1
7
卜
旧

8
月

－
9
火

家
庭
児
童
相
談
、
倉
公
民
館
1
0
時
！
1
5
時
）
年
金
相
談
匹
哉
剔
祉
協
議
会
内

1
0
時
～
河
）
心
配
ご
と
相
談
社
会
福
祉
協
議
会
内
1
3
時
？
1
5
時
）

6

土

結
婚
相
談
（
Ｊ
束
公
民
館
1
3
時
？
1
5
時
）

1
月

－
2
火

―
ド
に
㈲

4
’
木

－
5
祝

心
配
ご
と
相
談
（
社
会
福
祉
協
議
会
内
1
3
1
1
5
時
）

人
権
相
談
（
川
東
公
民
館
1
0
時
～
1
5
時
）

5
月
の
相
談
カ
レ
ン
ダ
ー

5／1

－

3

4

5

6

8

9

市役所清掃課

19府営西大久保団地

槙島町（東・西目川，南落合，一の坪，大曲，拾六）－一一一一

20宇治（大谷，蛇塚）．神明（全域）

羽拍子町（国道筋を除く）．南陵町（全域）

22木幡（南御蔵山，御蔵山商店街，御園，陣ノ内，登り，
花揃，赤塚，平尾，北山畑，桧尾，北畠．金草原，南

山の観音寺台，向陽台，桐ヶ丘）

23六地蔵（柿ノ木町）．木幡（西浦，中村，大瀬戸，西中，

東中，南山畑，南端，南山）．五ケ庄（広岡谷，府道筋

以東の芝ノ東，京阪以西の西浦および新開）

24大久保町（京銀前から自衛隊前までの府道筋，井ノ尻，

近鉄以東の上ノ山，田原，旦椋，平盛），緑ケ原（中の

田，中の荒．ｉｆ中の荒，新成田．蔭田）．安田町（全域

伊勢田町（伊勢田口以南の国道筋，伊勢田口からウト

ロまで），名木町（全域）

25広野町（丸山，中島，宮谷，大開．小根尾，尖山）．

開町（全域）

26小倉町（浦和，山際，大京，中央，大成，南浦）

伊勢田町（遊田，砂田）

29菟道（平町．丸山，車田，出口，谷下り，森本，大垣

内）．宇治（紅斉，山田，又振，東内，山本。乙方，宇
文字，国鉄以東の里尻，壱番，妙楽，蓮肌塔の川，

金井戸）．白川（全域）．志津川（全域）

1030

－1131

小倉町（南堀池＞堀池，西浦，蓮池，大和）

伊勢田町（南遊田）

くみもれになった場合は

マンホールから確認のう

え2～3日中にご連絡く

ださい。

六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山地域’
日

－

城南衛生管理組合

15

ゴミ減量に

ご協力ください

ノ

ノ ノ

小倉・伊勢田・杖島・宇治・羽拍子地域
5／123寺内，天王，堀池．中畑一部，南遊田，遊田

224西浦，南堀池（本通以南）
425南堀池（本通以ｊヒ）
626南堀池（大和，田中）

827中畑，西畑，羽拍子（国鉄以西）．南山（近鋲以西）．ウトロ，中の荒，毛語一部

929若林，毛ｆＥ中山一部，井尻ｆ安田
1030中山，大谷，砂田
1131北山ＡＢＣＤ団地，中央台．西山（国道以西）．神楽田（山中含む）
126／1東目川，西目川，南落合（0～3の通り）
132南落合（4の通り以降13の通まで）
153南浦（100～110，84～98，30～33），大京団地，山際一部
165南浦，西浦一部．神楽田一部（近鉄以西）
17山際，半白
18薗場，下村，堤防下，北内一部，大河原線，大幡
19十一，北内，門口，幡貫，－の坪．吹前．春日森
20老の木，久保，西山（国道以東）．蓮池
22東山，天王一部，蔭山

126／1

152

宇治（善法．東04．本町通り．折居道，下居，権現町，

小桜，里尻，戸ノ内，若森，矢落，米坂，池森，弐番

野神，ユニチカ野神社宅，ユニチカ琵琶社宅）

広野町（1～5丁目，末広通り，円蔵院前，桐生谷，

一里山，開ケ丘，神明バス停より国鉄踏切まで，寺山

大久保町（久保，大竹，近鉄以西の上ノ山，山ノ内，

北ノ山，南の口）

木幡（熊小路，壇ノ東），五ケ庄（西田，古川，寺界道，

梅林，野添，岡島芝ノ東，大林，西浦．二・三番割

府道筋新開，京阪以西の平野，京大宿舎）

163五ケ庄（新開，平野，折坂，福角，一番割，上村，岡

本，日皆田，一里塚）．明星町（全域．菟道（隼上り，

西中，東中，薮里，中筋，出口一部，門ノ前，田中，

17

18

伊勢田町（毛語．井尻，中山，若林，大谷，北山）．

羽拍子町（国道筋），小倉町（近鉄以東の小倉町全域）．

宇治（半白）

六地蔵（柿ノ木町を除く）．木ｍｍ原，正中，北・中

御蔵山）．槙島町（上，中，下，下村，中河原，吹前，

ｍｍ）．宇治（蔭山団地，ユニチカ蔭山社宅）

今年が建てどき相談どき／
金利の引下げ等、諸条件が緩和された今、

家づくりの絶好の時期。田島産業では現実に
即した的確な情報を基に、お客様のニーズに

お応え致します。
家づくり・資金づくり（提携ローン等）・税務

・法律等お気軽にご相談下さい。

●ご相談センター （Ｉ11道24号線大久保バス停前）

住宅事業部 ●ナショナル住宅

●木造住宅（新築・増築・改築）

●わく組壁工法住宅（ツー・パイ・フォー）

木材事業部●木材（内地材・南洋材）

●住宅設備器機

●住宅設計のご相談

・田島産業讐

本社／宇治市広野町西裏00774（43）1353

ナショナル住宅大久保展示場，0774（41）6827・（43）7995

もえないゴミ収集日程

表

し尿収集日程表
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